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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パイプライン内の流体または流体成分の流速を測定するための装置であって、
　パイプラインの内部に配置され、第１の方向に流体または流体成分へと超音波信号を送
信するように構成された送信器と、
　パイプラインの内部に配置され、流体または流体成分による前記超音波信号の散乱によ
って前記第１の方向とは異なる第２の方向に生成される散乱超音波信号を受信し、前記散
乱超音波信号を表わす受信器信号を供給するように構成された受信器と、
　前記受信器信号を受信し、前記送信された超音波信号と前記散乱超音波信号との間の周
波数の差を測定するように構成され、前記差にもとづいて流体または流体成分の流速を測
定する処理ユニットと、
　測定チャンバと、を備え、
　前記流体が、第１の流体成分および第２の流体成分を含み、
　前記処理ユニットが、前記流体の体積に対する前記第１の流体成分の体積の割合を測定
するようにさらに構成されており、
　前記測定チャンバが、前記流体または前記流体成分を含むように構成された測定体積を
含んでおり、
　前記送信器が、前記第１の方向に前記測定体積へと前記超音波信号を送信するように構
成され、前記受信器が、前記第２の方向の前記測定体積からの前記散乱超音波信号を受信
するように構成されており、
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　前記第２の流体成分が、流体スラグを含み、
　前記測定体積が、前記流体スラグの平均体積以下である、
　装置。
【請求項２】
　前記第１の方向と前記第２の方向とが、互いに交わり、或る交差角度を定めており、前
記交差角度は、１０度以上である、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記交差角度は、８０～９０度である、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記処理ユニットが、前記第１の流体成分の流速および前記割合にもとづいて前記第１
の流体成分の流量を測定するようにさらに構成されている、請求項２または３に記載の装
置。
【請求項５】
　前記処理ユニットが、
　　前記受信器信号を所定のしきい値レベルにもとづいて低レベル信号および高レベル信
号に分割するように構成された弁別器をさらに備え、
　　前記高レベル信号にもとづいて前記割合を測定するように構成され、
　　前記高レベル信号にもとづいて前記周波数の差を測定するように構成されている、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記送信器および／または前記受信器が、流線型の形状を有している、請求項１～５の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記送信器および／または前記受信器が、翼の形状を有している、請求項１～５のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記送信器および受信器を前記パイプラインの内部に取り付けるための取り付け部材を
さらに備え、
　前記取り付け部材が、前記送信器および受信器をパイプラインの直径の５０％未満の間
隔で取り付けるように構成され、
　前記取り付け部材が、流線型の形状を有している、
　請求項１～７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記取り付け部材が、前記送信器および受信器をパイプラインの直径の１０％未満の間
隔で取り付けるように構成され、
　前記取り付け部材が、翼の形状を有している、
　請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　第１のパイプライン部分を第２のパイプライン部分に接続して備えるとともに、請求項
１～９のいずれか一項に記載の装置を備えている測定設備であって、
　使用時に、前記第１のパイプライン部分が略水平な方向に延び、前記第２のパイプライ
ン部分が略垂直な方向に延び、
　前記第１のパイプライン部分が、流体または流体成分を受け取り、前記第２のパイプラ
イン部分へ供給するように構成されている、測定設備。
【請求項１１】
　パイプライン内の流体または流体成分の流速を測定するための方法であって、
　ａ）パイプライン内に送信器および受信器を配置するステップと、
　ｂ）流体または流体成分へと第１の方向に超音波信号を送信するステップと、
　ｃ）流体または流体成分による前記超音波信号の散乱によって、第２の方向の散乱超音
波信号を生成するステップと、
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　ｄ）前記散乱超音波信号を受信し、前記散乱超音波信号を表わす受信器信号を供給する
ステップと、
　ｅ）前記送信された超音波信号と前記散乱超音波信号との間の周波数の差を測定するス
テップと、
　ｆ）前記差にもとづいて、第１の流体成分および第２の流体成分を含む流体または流体
成分の流速を測定するステップと、
　ｇ）前記流体の体積に対する前記第１の流体成分の体積の割合を測定するステップ、
　を含み、
　前記流体または前記流体成分が流れる測定体積が、前記送信器および前記受信器によっ
て定められ、
　ステップｂ）が、前記第１の方向に前記測定体積へと前記超音波信号を送信することを
含んでおり、
　ステップｄ）が、前記第２の方向の前記測定体積からの前記散乱超音波信号を受信する
ことを含んでおり、
　前記第２の流体成分が、流体スラグを含み、
　前記測定体積が、前記流体スラグの平均体積以下である、
　方法。
【請求項１２】
　ｈ）前記第１の流体成分の流速および前記割合にもとづいて前記第１の流体成分の流量
を測定するステップ
　をさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ｄ３）前記受信器信号を所定のしきい値レベルにもとづいて低レベル信号および高レベ
ル信号に分割するステップ
　をさらに含み、
　ステップｅ）が、前記高レベル信号にもとづいて前記周波数の差を測定することを含み
、
　ステップｇ）が、前記高レベル信号にもとづいて前記割合を測定することを含んでいる
、
　請求項１１または１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　ａ２）所定の一定の周波数を有する周波数信号を供給するステップ
　をさらに含んでおり、
　ステップｂ）が、前記周波数信号にもとづいて前記超音波信号を送信することを含んで
おり、
　ステップｅ）が、前記周波数信号にもとづいて前記周波数の差を測定することを含んで
いる、
　請求項１１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記パイプラインに送信器および受信器を配置するステップが、前記送信器および受信
器をパイプラインの直径の５０％未満の間隔で取り付けることを含んでいる、請求項１１
～１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記パイプラインに送信器および受信器を配置するステップが、前記送信器および受信
器をパイプラインの直径の１０％未満の間隔で取り付けることを含んでいる、請求項１５
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記送信器および受信器が、前記パイプラインの垂直部分に取り付けられ、前記パイプ
ラインの垂直部分の前に前記パイプラインの水平部分が位置している、請求項１１～１６
のいずれか一項に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パイプライン内の流体または流体成分の流速を測定するための装置および方
法に関する。例として、原油およびガスの生産および輸送システム、化学および石油化学
製品の生産、ならびに燃料およびエネルギ産業などにおける流れに適用が可能である。
【背景技術】
【０００２】
　パイプラインの流体の流速を測定するための技術的に公知の方法を、以下で説明する。
この方法は、制御された体積の流体を第１の発生源（エミッタ）によって放射されてパイ
プラインの軸を横切る方向に進む超音波パルスで調べることを含む。制御された体積を通
過したパルスが、エミッタの反対側に位置する第１のパルス受信器によって記録される。
エミッタおよびパルス受信器の第２の組が、第１の組から既知の距離だけ下流に位置する
。２つのパルス受信器の信号へと適用される相互相関法を使用して、流体が第１の組から
第２の組まで流れる時間を決定することができる。ここから、流速が決定される。
【０００３】
　この方法の欠点は、相互相関法を使用した流速の測定が、非定常な流れにおいては不可
能な点にある。なぜならば、このような場合には、相互相関法が不正確になることが多い
からである。結果として、流速の決定が不正確になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第３７４１０１４号
【特許文献２】仏国特許１２３２１１３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、パイプラインの流体または流体成分の流速を測定するための装置およ
び方法であって、流速の測定の精度が上述の方法よりも高い装置および方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、パイプラインの流体または流体成分の流速を測定するための装置であって
、パイプラインの内部に配置され、第１の方向に流体または流体成分へと超音波信号を送
信するように構成された送信器と、パイプラインの内部に配置され、流体または流体成分
による超音波信号の散乱によって第１の方向とは異なる第２の方向に生成される散乱超音
波信号を受信し、散乱超音波信号を表わす受信器信号をもたらすように構成された受信器
と、受信器信号を受信し、送信された超音波信号と散乱超音波信号との間の周波数の差を
決定するように構成され、前記差にもとづいて流体または流体成分の流速を決定する処理
ユニットと、を備える装置によって達成される。
【０００７】
　本発明によれば、装置が、流れている流体へと超音波信号を送信するための送信器を備
える。送信器は、圧電トランスミッタまたは任意の他の超音波トランスミッタであってよ
い。本発明によれば、流体は、液体または気体であってよい。流体は、液体および／また
は気体成分である複数の流体成分を含むことができる。特には、本発明は、液体と気体と
を含む流体の液体成分の流速の測定を可能にする。超音波は、人間の聴覚の上限（およそ
２０ｋＨｚ）よりも上の周波数を有する音波である。超音波信号が流れている流体へと送
信されるとき、流体が信号を散乱させる。次いで、この信号が、例えば圧電レシーバなど
の受信器によって受信される。受信器によって受信される散乱信号の周波数は、周知のド
ップラーの原理に従い、送信された超音波信号の周波数、ならびに（ｉ）送信器と流体と
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の間および（ｉｉ）流体と受信器との間の速度の差に依存する。
【０００８】
　送信器および受信器は、パイプラインの内部に配置されるように構成される。送信器お
よび受信器を、パイプラインの内部に配置されるリングまたは他の支持構造に配置するこ
とができる。送信器および受信器の各々が、パイプラインの内壁へと接続できる接続板を
備えることができる。
【０００９】
　一実施の形態においては、送信器および受信器が、パイプラインの断面と比べて比較的
小さい断面を有する測定体積を定める。そのような測定体積は、例えば送信器および受信
器の両方をパイプラインの内部の中央の位置の近くで互いに近づけて配置することによっ
て実現することができる。このような配置が、送信器および受信器をパイプラインの表面
（例えば、パイプラインの内面または外面）に直接配置する配置とは相異なるものである
ことに、注意すべきである。
【００１０】
　一実施の形態においては、流れの方向に垂直な方向における送信器と受信器との間の距
離が、パイプラインの直径の約５～１０％である。典型的には、送信器および受信器が、
２～１０ｍｍの距離だけ離れて位置する。送信器および受信器をそのような近い距離に配
置することによって、水中油型の乳濁液など、信号が強く減衰させられる場合でさえも、
信号の受信が容易になる。
【００１１】
　送信器、受信器、および局所的な比較的小さな体積と考えられる測定体積が、測定チャ
ンバを形成していると解釈することができる。
【００１２】
　送信器および受信器を互いに近くに配置することによって、変換器は、測定チャンバの
内側の流れだけを検出する。
【００１３】
　一実施の形態においては、送信器および受信器が、流れの乱れを軽減するために、翼状
の形態などの流線型の外形を有する。さらに、送信器および受信器を、やはり乱れを避け
るような形状とすることができる接続棒または接続板を介して、パイプラインへと接続す
ることができる。
【００１４】
　さらに装置は、散乱超音波信号の周波数を測定し、ドップラーの原理にもとづいて流れ
の速度を決定するように構成された処理ユニットを備える。そのような処理ユニットは、
例えばＤＳＰ（デジタル・シグナル・プロセッサ）などを含むマイクロプロセッサを備え
ることができる。
【００１５】
　散乱超音波信号は、第１の方向と第２の方向との交差点の周囲の体積において生成され
る。この体積は、例えば非定常流の流体に存在しうる空間的な乱れと比べて比較的小さい
ため、この体積における流速は、ほぼ一様または一定（すなわち、必ずしも時間的には一
定でないが、空間的に一定）である。したがって、本発明による装置は、流速の決定が空
間的な乱れによって影響されることがわずかまたは皆無であるため、流速を高い精度で測
定することができる。
【００１６】
　本発明の一実施の形態によれば、第１の方向と第２の方向とが、或る交差角度を定めて
互いに交わり、この交差角度は、少なくとも１０度、好ましくは少なくとも２０度、より
好ましくは１０～４５度の範囲、あるいは好ましくは少なくとも６０度、より好ましくは
８０～９０度の範囲である。
【００１７】
　流速の測定は、受信される散乱超音波信号が大きな体積よりもむしろ小さな体積におい
て生成される場合により正確になる。第１および第２の方向の間の交差角度が少なくとも
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１０度である送信器および受信器の構成の利点は、散乱超音波信号を生じさせる体積が、
交差角度が１０度未満である構成と比べてより小さい点にある。
【００１８】
　本発明による装置の一実施の形態によれば、流速が、流れの方向を定め、第１の方向と
流れの方向とが、入射角度を定め、第２の方向と流れの方向とが、散乱角度を定め、入射
角度が散乱角度に等しい。
【００１９】
　この構成の利点は、送信器と流体との間の速度の差が、流体と受信器との間の速度の差
に等しい点にある。これは、流速のより容易な計算または決定を可能にする。
【００２０】
　本発明による装置の一実施の形態においては、第１の方向、第２の方向、および流れの
方向が、同一平面にある。
【００２１】
　本発明によれば、送信器および受信器の両方が、パイプラインの内側に置かれるように
配置される。パイプラインの内側において、それらは多少なりとも流れに乱れを引き起こ
す可能性がある。１つの平面に位置する構成の利点は、送信器および受信器が流れの方向
を中心にして対称に配置された場合に、送信器および受信器によって引き起こされる乱流
または乱れが少ない点にある。
【００２２】
　一実施の形態においては、本発明による装置が、第２のパイプライン部分へ接続された
第１のパイプライン部分を備えている測定設備に適用され、本発明による装置が、第２の
部分の内側に配置される。使用の際には、第１のパイプライン部分が実質的に水平な方向
に取り付けられ、第２のパイプライン部分が実質的に垂直な方向に延び、第１のパイプラ
イン部分が、流体または流体成分を受け取り、第２のパイプライン部分へと供給するよう
に構成される。
【００２３】
　そのような構成においては、結果として送信器および受信器ならびに測定体積が、使用
時に垂直なパイプライン部分の内側に配置される。パイプ前段部分とも呼ばれる水平なパ
イプライン部分の使用により、気体－液体の流れが適用される場合に、気体スラグ（ｇａ
ｓ　ｓｌｕｇｓ）を形成することができる。
【００２４】
　水平な前段部分の使用は、パイプに沿った流体の流れにおける気相および液相（存在す
る場合）の分離を助け、測定チャンバへの液体および気体の交互の到着をもたらす。水平
な前段部分を、流れを安定させ、気相（存在する場合）の部分的な融合をもたらすために
使用することができる。本発明による装置を備える垂直なパイプ部分へと接続されたとき
、多相流のスラグ流パターンを、幅広い範囲の気体および液体の流量において得ることが
できる。
【００２５】
　本発明による装置の一実施の形態においては、流体が、第１の流体成分および第２の流
体成分を含んでいる。第１および第２の流体成分は、液体または気体であってよい。した
がって、流体は、液体および気体の組み合わせであってよいが、２つの異なる液体または
２つの異なる気体の組み合わせも可能である。第１の成分の速度が、第２の成分の速度と
は異なる場合があるかもしれない。
【００２６】
　本発明による装置の一実施の形態においては、処理ユニットが、流体の第１の流体成分
の体積と流体の第２の流体成分の体積との比を表わす割合を測定するようにさらに構成さ
れる。
【００２７】
　この実施の形態の利点は、流体の成分のうちの１つについて、その流量の測定を可能に
する点にある。なぜならば、流体中のある成分の流量は、流体におけるこの成分の体積お
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よびこの成分の流速に依存するからである。一実施の形態においては、処理ユニットが、
第１の流体成分の流速および前記割合にもとづいて第１の流体成分の流量を測定するよう
にさらに構成される。
【００２８】
　本発明による装置の一実施の形態によれば、送信器および受信器の配置が、流体または
流体成分を含むように構成された測定体積を定め、送信器が、第１の方向に測定体積へと
超音波信号を送信するように構成され、受信器が、第２の方向の測定体積からの散乱超音
波信号を受信するように構成される。
【００２９】
　送信器が、第１の方向に超音波信号を送信するように構成され、送信された超音波信号
の経路が、吸収および散乱によって限定されるため、送信器が、超音波信号が伝わる送信
体積を定める。同様に、受信器が、第２の方向の散乱超音波信号を受信するように構成さ
れ、散乱超音波信号の経路が、吸収および散乱によって限定されるため、受信器が、そこ
から散乱超音波信号を受信する受信体積を定める。送信体積と受信体積との重なり合いが
、測定体積と称される。なぜならば、送信された超音波信号を受信して、受信器によって
受信される散乱超音波信号を生じさせるのが、この測定体積の流体だからである。
【００３０】
　本発明による装置の一実施の形態においては、装置が測定チャンバをさらに備え、この
測定チャンバが、流体または流体成分を含むように構成された測定体積を含んでおり、送
信器が、第１の方向に測定体積へと超音波信号を送信するように構成され、受信器が、第
２の方向の測定体積からの散乱超音波信号を受信するように構成される。
【００３１】
　この実施の形態の利点は、測定体積が測定チャンバによって物理的に限定される点にあ
る。そのようにして、測定体積のサイズ、寸法、および／または位置を制御することがで
きる。測定チャンバのサイズ、寸法、および／または位置は、調節可能であってもよく、
使用の前に決定されてもよい。
【００３２】
　本発明による装置の別の実施の形態においては、測定体積が、流体スラグの平均体積以
下である。第１または第２の流体成分が、例えば気体の泡など、当該流体成分の比較的大
きな連続的な体積である流体スラグを含む可能性がある。
【００３３】
　この特徴の利点は、受信器信号を、後述されるとおりの簡単なやり方で、流体の体積に
対する流体中の第１の流体成分の体積の割合を測定するために使用できる点にある。この
特徴の別の利点は、やはりさらに後述されるように、流体成分の流速を測定することがで
きる点にある。
【００３４】
　本発明による装置の一実施の形態においては、処理ユニットが、受信器信号を所定のし
きい値レベルにもとづいて低レベル信号および高レベル信号に分割するように構成された
弁別器をさらに備える。
【００３５】
　この特徴の利点は、しきい値レベルを、受信器信号中の雑音をフィルタ処理によって取
り除き、この雑音のない高レベル信号を形成するように選択できる点にある。この特徴の
別の利点は、しきい値レベルを、第１の流体成分の流速を測定しようとするときに、第２
の流体成分における散乱によって生じた散乱超音波信号をフィルタ処理によって取り除く
ように選択できる点にある。次いで、周波数の差を、高レベル信号にもとづいて測定する
ことができる。本発明による装置の一実施の形態においては、処理ユニットが、高レベル
信号にもとづいて周波数の差を決定するように構成される。
【００３６】
　本発明による装置の別の実施の形態においては、処理ユニットが、高レベル信号にもと
づいて前記割合を測定するように構成される。しきい値レベルが、第２の流体成分におけ
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る散乱によって生じた散乱超音波信号をフィルタ処理によって除去するように選択される
とき、高レベル信号は、この高レベル信号が実質的にゼロである時間期間と、この高レベ
ル信号がゼロでない時間期間とを含む。前者の時間期間が、第２の流体成分の流れの結果
（これらの時間期間においては受信器信号がフィルタ処理によって除かれる）であり、後
者の時間期間が、第１の流体成分の流れの結果である。或る流体成分に対応する時間期間
の合計のサンプル時間に対する比が、さらに後述されるように、流体の総体積に対する流
体の当該流体成分の体積の割合に等しいと言える。
【００３７】
　本発明による装置の別の実施の形態においては、処理ユニットが、受信器信号の復調を
行なうように構成された復調器を備える。復調器は、ＡＣ信号をＤＣ信号へと変換するよ
うに構成される。この特徴の利点は、ＤＣ信号用の弁別器は、ＡＣ信号用の弁別器と比べ
て、製造または集積回路への統合がより容易な点にある。
【００３８】
　本発明による装置の別の実施の形態においては、装置が、所定の一定の周波数を有する
周波数信号を送信器および処理ユニットに供給するように構成された周波数発生器をさら
に備え、送信器が、周波数信号にもとづいて超音波信号を送信するように構成され、処理
ユニットが、周波数信号にもとづいて周波数の差を決定するように構成される。
【００３９】
　周波数発生器の利点は、同じ一定の周波数を送信器および処理ユニットの両方に供給す
る点にある。これは、周波数の差を高い精度で測定することを可能にする。
【００４０】
　本発明による装置の別の実施の形態においては、送信器および／または受信器が、流線
型の形状を有し、好ましくは翼の形状を有する。流線型の形状の利点は、送信器および／
または受信器によって引き起こされる可能性がある流体の流れの乱流または乱れが最小限
になる点にある。
【００４１】
　一実施の形態においては、第１の方向が、少なくとも部分的に下流方向であり、さらに
は／あるいは第２の方向が、少なくとも部分的に上流方向である。この特徴の利点は、超
音波信号の第２の方向への散乱がより多く生じる点にある。別の利点は、送信器と流体と
の間の速度差によって引き起こされる周波数のいわゆるドップラーシフトが、流体と受信
器との間の速度差によって引き起こされるドップラーシフトに加わる点にある。周波数の
差が大きいほど、より正確な流速の測定がもたらされる。
【００４２】
　本発明の目的は、ａ）パイプライン内に送信器および受信器を配置するステップと、ｂ
）流体または流体成分へと第１の方向に超音波信号を送信するステップと、ｃ）流体また
は流体成分による超音波信号の散乱によって、第２の方向の散乱超音波信号を生成するス
テップと、ｄ）散乱超音波信号を受信し、散乱超音波信号を表わす受信器信号を供給する
ステップと、ｅ）送信された超音波信号と散乱超音波信号との間の周波数の差を決定する
ステップと、ｆ）前記差にもとづいて流体または流体成分の流速を決定するステップと、
を含む方法によっても達成される。
【００４３】
　本発明による方法の一実施の形態においては、第１の方向と第２の方向とが、或る交差
角度を定めて互いに交わり、この交差角度は、好ましくは少なくとも１０度、より好まし
くは少なくとも２０度、より好ましくは１０～４５度の範囲、より好ましくは少なくとも
６０度、より好ましくは８０～９０度の範囲である。
【００４４】
　本発明による方法の一実施の形態においては、流速が、流れの方向を定め、第１の方向
と流れの方向とが、入射角度を定め、第２の方向と流れの方向とが、散乱角度を定め、入
射角度が散乱角度に等しい。
【００４５】
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　本発明による方法の別の実施の形態においては、前記交差角度が、入射角度と散乱角度
との合計に等しい。別の実施の形態においては、第１の方向、第２の方向、および流れの
方向が、同一平面にある。
【００４６】
　本発明による方法の一実施の形態においては、流体が、第１の流体成分および第２の流
体成分を含んでいる。
【００４７】
　本発明による方法の一実施の形態においては、この方法が、ｇ）流体の体積に対する第
１の流体成分の体積の割合を測定するステップ、をさらに含む。
【００４８】
　さらなる実施の形態においては、この方法が、ｈ）第１の流体成分の流速および前記割
合にもとづいて第１の流体成分の流量を測定するステップ、をさらに含む。
【００４９】
　一実施の形態においては、流体または流体成分が流れる測定体積が、送信器および受信
器によって定められ、ステップｂ）が、第１の方向に測定体積へと超音波信号を送信する
ことを含み、ステップｄ）が、第２の方向の測定体積からの散乱超音波信号を受信するこ
とを含む。
【００５０】
　本発明による方法の一実施の形態においては、第２の流体成分が、流体スラグを含む。
別の実施の形態においては、測定体積が、流体スラグの平均体積以下である。
【００５１】
　一実施の形態においては、この方法が、ｄ２）受信器信号の復調を行なうステップ、を
さらに含む。一実施の形態においては、この方法が、ｄ３）受信器信号を所定のしきい値
レベルにもとづいて低レベル信号および高レベル信号に分割するステップ、をさらに含む
。
【００５２】
　一実施の形態においては、ステップｇ）が、高レベル信号にもとづいて前記割合を決定
することを含む。別の実施の形態においては、ステップｅ）が、高レベル信号にもとづい
て周波数の差を決定することを含む。
【００５３】
　一実施の形態においては、この方法が、ａ２）所定の一定の周波数を有する周波数信号
を供給するステップ、をさらに含み、ステップｂ）が、周波数信号にもとづいて超音波信
号を送信することを含み、ステップｅ）が、周波数信号にもとづいて周波数の差を測定す
ることを含む。
【００５４】
　一実施の形態においては、第１の方向が、少なくとも部分的に下流方向であり、第２の
方向が、少なくとも部分的に上流方向である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明による装置の実施の形態を概略的に示している。
【図２】本発明による装置の実施の形態を概略的に示している。
【図３ａ】ミキサ出力信号を概略的に示している。
【図３ｂ】復調後の受信器信号を概略的に示している。
【図４ａ】流れを安定させるための水平な前段部分を備えるパイプ部分を概略的に示して
いる。
【図４ｂ】流れを安定させるための水平な前段部分を備えるパイプ部分を概略的に示して
いる。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　本発明によれば、パイプライン内の流体または流体成分の流速を測定するための装置が
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提供される。流体または流体成分は、油、水、または任意の他の液体、あるいはこれらの
混合物などの液体であってよい。流体または流体成分は、空気、メタン、ＣＯ２、または
任意の他の炭化水素ガス、あるいはこれらの混合物などの気体であってもよい。測定すべ
き液体の流速は、パイプライン内の方向の流速であってよい。流速は、パイプラインに対
して定められ、あるいは送信器および／または受信器に対して定められる。なぜならば、
送信器および受信器はどちらも、パイプラインに不動に取り付けられてうるからである。
【００５７】
　図１は、本発明による装置の実施の形態を示している。送信器４が、パイプライン１内
に配置されている。パイプラインにおいて、流体１４または流体１４の流体成分２が、流
れ方向１８に流れることができる。送信器４は、超音波信号を流体または流体成分へと第
１の方向１２に送信するように構成されている。超音波信号は、流体または流体成分によ
って第２の方向１３に散乱させられる。この散乱超音波信号が、受信器５によって受信さ
れる。
【００５８】
　第１の方向および第２の方向は、図１に見て取ることができるとおり、交差角度γを定
めるように互いに交わることができる。交差角度は、少なくとも１０度または少なくとも
２０度であってよく、より好ましくは少なくとも６０度であってよい。測定体積が、受信
器によって受信される散乱超音波信号を生成する体積として、１６によって示されている
。
【００５９】
　送信体積２０を、送信された超音波信号の流体における経路または貫通の奥行きならび
に第１の方向によって定義することができる一方で、散乱体積２１を、受信される散乱超
音波信号の流体における経路または貫通の奥行きならびに第２の方向によって定義するこ
とができる。送信体積２０および散乱体積２１の重なり合いが、測定体積１６を含む。し
たがって、測定体積１６を、送信された超音波信号の流体における経路または貫通の奥行
き、第１の方向、受信される散乱超音波信号の流体における経路または貫通の奥行き、な
らびに第２の方向によって定義することができる。流体における超音波信号の経路は、流
体における信号の吸収および散乱によって制限される可能性があり、数ミリメートルの範
囲であってよい。
【００６０】
　したがって、測定体積は、数立方ミリメートルの範囲であってよい。
【００６１】
　しかしながら、測定体積は、交差角度にも依存する。小さな交差角度（例えば、５度未
満）が、大きな体積をもたらす一方で、大きな交差角度（例えば、およそ９０度）は、小
さな体積をもたらす。しかしながら、より大きい測定体積の利点は、より大きな散乱超音
波信号がもたらされる点にある。小さな測定体積の利点は、小さな測定体積においては流
体における空間的な乱れの影響も小さいがゆえに、流速をより正確に測定することができ
る点にある。
【００６２】
　これらの影響ゆえに、好ましい交差角度は、少なくとも１０度、より好ましくは少なく
とも２０度、さらにより好ましくは約１０～４５度、より好ましくは少なくとも６０度、
さらにより好ましくは約８０～９０度であることが分かっている。
【００６３】
　測定体積が比較的小さくなるように、すなわちパイプの断面に対して比較的小さい断面
を有するように配置するために、送信器および受信器は、パイプラインの内部の接続また
は取り付け部材２５．１および２５．２に配置される。これらの部材は、例えば乱れを避
けるために流線型の形状を有することができる。そのようにすることによって、送信器お
よび受信器を、パイプラインの直径と比べて比較的小さい間隔で配置することができる。
そのようにすることで、測定体積１６を、流体の典型的なスラグ２の体積よりも小さくな
るように構成することができる（以下も参照のこと）。
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【００６４】
　一実施の形態においては、送信器および受信器が、それらの有効面（それぞれ、送信面
および受信面）をお互いへと向けつつ（すなわち、上述のように交差する）、パイプライ
ンの直径と比べて比較的小さい間隔にて配置される。
【００６５】
　一実施の形態においては、図１および２に示したような取り付け部材２５．１および２
５．２などの取り付け部材が、流れの方向に垂直な方向の送信器－受信器の距離がパイプ
の直径の５０％未満となり、好ましくは１０％未満となるように、送信器および受信器を
取り付けるように構成される。典型的には、送信器および受信器が、それらの有効面（そ
れぞれ、送信面および受信面）をパイプの直径の平面において２～１０ｍｍの距離にてお
互いに対して向けて取り付けられる。このようにして、測定される流れが、妨げられるこ
となくパイプの軸に平行に測定体積を通過することができる。そのような送信器および受
信器の典型的なサイズは、５～８ｍｍである。測定チャンバ（送信機４、受信器５、およ
び測定体積１６によって形成される）を収容するパイプの最小径は、典型的には４０ｍｍ
である。多くの場合、パイプの直径は、６０～１５０ｍｍの間である。したがって、一般
的な場合には、送信機から受信器までの距離が、パイプの直径の５～１０％に等しい。
【００６６】
　図１においては、送信機４と受信器５との間の距離が、第１の方向、第２の方向、およ
び流れの方向、ならびに入射および散乱の角度を分かり易く示すために拡大されている。
実際には、送信器４および受信器５が、流体における信号の吸収ゆえに、互いに比較的近
くに配置される。
【００６７】
　受信された超音波信号にもとづき、受信器５が、散乱超音波信号を表わす受信器信号を
供給する。受信器信号は、受信器によって受信された散乱超音波信号の周波数についての
情報、および受信器によって受信された散乱超音波信号の振幅についての情報を含むこと
ができる。受信器信号は、散乱超音波信号の周波数および振幅に対応する周波数および振
幅を有する電気信号であってよい。
【００６８】
　送信器は、例えば圧電トランスミッタであってよく、受信器は、例えば圧電レシーバで
あってよい。
【００６９】
　さらに装置は、受信器信号を使用して周知のドップラー効果にもとづいて流体または流
体成分の流速を測定する処理ユニット１５を備えている。流体が流れているとき、受信さ
れる超音波信号の周波数が、送信された超音波信号の周波数と異なる。周波数の差は、流
速の第１の方向の成分と、流速の第２の方向の成分と、送信された超音波信号の周波数と
に依存する。
【００７０】
　入射角度αを、第１の方向１２と流速の方向（流れの方向１８と呼ばれる）との間の角
度として定めることができる。散乱角度βを、第２の方向１３と流れの方向１８との間の
角度として定めることができる。流れの方向ならびに第１および第２の方向は、パイプラ
インにおける送信器および受信器の構成から既知であることができる。図１から見て取る
ことができるとおり、第１の方向が、少なくとも部分的に下流方向である一方で、第２の
方向は、少なくとも部分的に上流方向である。
【００７１】
　入射角度αが散乱角度βに等しいとき、流速を、下記の式にもとづいて決定することが
できる。
【００７２】
　ｗ＝２・ｃ・ｃｏｓ（β）・（ｆｄ－ｆｔ）／ｆｔ

　式中、
‐ｗは流速であり、
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‐ｃは流体における超音波信号の速度であり、
‐βは入射／散乱の角度であり、
‐ｆｄは散乱超音波信号の周波数であり、
‐ｆｔは送信された超音波信号の周波数である。
【００７３】
　処理ユニット１５を、この式にもとづいて流速を決定するように構成することができる
。
【００７４】
　本発明の一実施の形態においては、装置が、所定の一定の周波数を有する周波数信号を
送信器および処理ユニットへ供給するように構成された周波数発生器１７をさらに備える
。この周波数信号を、送信器によって特定の周波数を有する超音波信号を送信するために
使用することができる。処理ユニット１５が送信された超音波信号の周波数にもとづいて
流速を測定するため、同じ周波数信号を処理ユニット１５に供給することが好都合である
。
【００７５】
　周波数発生器の機能を、送信器に備えても、処理ユニットに備えても、あるいは別のユ
ニットとして備えてもよい。
【００７６】
　本発明によれば、装置を、パイプライン内の流体成分の流速を測定するために使用する
ことができる。パイプラインの流体は、例えば油などの液体、および例えばメタンまたは
他の炭化水素ガス、空気、チッ素、などの気体など、２つの流体成分を含むことができる
。成分の流速が異なる可能性があるため、液体および／または気体の流速を別々に測定す
ることが必要とされる可能性がある。例えば、メタンの流速が、油の流速よりも速いかも
しれない。
【００７７】
　しかしながら、２つの流体成分を含む流体へと送信された超音波信号は、同時に２つの
流体成分によって散乱させられる可能性がある。結果として、散乱超音波信号が、第１の
流体成分によって散乱させられた超音波信号と第２の流体成分によって散乱させられた超
音波信号との組み合わせになる可能性がある。結果として、受信器信号にもとづく一方の
流体成分の流速の決定が、困難になる可能性がある。
【００７８】
　第１の流体成分および／または第２の流体成分が、スラグの形状に形成されていること
がありうる。これは、第１の流体成分が第２の流体成分に溶解していないこと（あるいは
、その反対）を意味する。代わりに、流体中に、一方（または、それ以上）の流体成分の
分離した体積を確認することができる。一方の流体成分のそのような分離した体積は、ス
ラグと称される。例えば、流体が、油のスラグまたは気体のスラグを含む可能性がある。
図１において、そのようなスラグが、２によって概略的に示されている。
【００７９】
　本発明の一実施の形態によれば、測定体積１６は、そのような流体スラグの平均の体積
以下である。その場合、測定体積１６が、一般に、特定の瞬間において一方の流体成分で
完全に満たされる。その場合、散乱超音波信号は、一方の流体成分によってのみ生成され
、その流体成分の流速を、上述のようにして測定することが可能である。例えば、図１に
おいて、流体が測定体積１６を通って流れているときにスラグ２が測定体積１６を満たす
ことを、見て取ることができる。そのようになることで、流体の異なる成分を、交互に受
信器によって観察することができる。換言すると、送信器および受信器を比較的近づけて
配置し、すなわち（送信器および受信器がパイプラインの表面（内側または外側のいずれ
か）に配置される構成と比べて）比較的小さな測定体積を観測することによって、受信器
が、実質的に流体のただ１つの成分における反射によって決定される信号を受信すること
ができる。結果として、特定の成分が測定体積を通過するときに、より明確な区別を行な
うことができ、したがって異なる体積部分のより明確な評価を行なうことができ（後述も
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参照のこと）、パイプラインを通る流量のより正確な評価が可能になる。
【００８０】
　測定体積を通過するときの流体成分の分離の改善において用意されるさらなる手段とし
て、図４ａおよび４ｂにおいてさらに詳しく後述される水平な前段部分の使用が挙げられ
る。
【００８１】
　図１に示して上述したように、測定体積１６を、送信器および受信器によって定めるこ
とができ、送信器が、測定体積へと第１の方向に超音波信号を送信し、受信器が、第２の
方向において測定体積からの散乱超音波信号を受信する。すなわち、測定体積は、送信器
および受信器の位置および／または構成に依存しうる。したがって、測定体積を、送信器
および受信器の構成および／または位置を調節することによって制御することができる。
【００８２】
　測定体積をさらに制御するために、装置は、測定体積１６を含む測定チャンバ１９をさ
らに備えることができる。その場合、測定チャンバの寸法および位置を調節することによ
って、測定体積を調節することができる。例えば、測定体積を、測定チャンバの寸法を小
さくすることによって、送信器および受信器の構成を調節することなく、さらに減らすこ
とができる。
【００８３】
　本発明の一実施の形態においては、測定チャンバが、いくつかの流体導入口および流体
排出口を、測定チャンバに流体を流すように配置して備える。
【００８４】
　上述の全ての実施の形態において、受信器信号は、或る程度の雑音を含む可能性がある
。受信器信号における雑音の振幅は、通常は比較的小さい。したがって、受信器信号を所
定のしきい値レベルにもとづいて低レベル信号（雑音を含んでいる）および高レベルに分
割することが好都合かもしれない。これは、受信された信号からフィルタ処理によって雑
音または低レベル信号を除き、高レベル信号を得ることを含むことができる。低レベル信
号そのものは、生成または出力の必要がない。所定のしきい値を、（予想される）雑音レ
ベルに対応するように選択することができる。
【００８５】
　２つ以上の流体成分を有する流体の場合には、受信器信号が、信号が第１の流体成分に
よって引き起こされる時間期間と、信号が第２または他の流体成分によって引き起こされ
る時間期間とを含むことがありうる。これには、とりわけ、測定体積が流体成分のスラグ
の平均体積以下である場合が当てはまるかもしれない。流体成分の特性の相違ゆえに、受
信器信号の振幅が、これらの異なる時間期間において異なる可能性がある。
【００８６】
　例えば、２つの流体成分として油および気体を含んでいる流体の場合、気体が散乱超音
波信号を生じさせない、あるいは限られた様相でのみ散乱超音波信号を生じさせるかもし
れない。結果として、気体が測定体積を占めている時間期間における受信器信号の振幅が
、油が測定体積を占めている時間期間の振幅と比べて、小さくなると考えられる。
【００８７】
　したがって、受信器信号を所定のしきい値レベルにもとづいて低レベル信号および高レ
ベルに分割することが、好都合となる可能性があり、所定のしきい値を、高レベル信号が
第１の流体成分に対応する時間期間を含み、低レベル信号が第２の流体成分に対応する時
間期間を含むように、選択することができる。このやり方で、２つの流体成分の流速を、
低レベル信号および高レベル信号を使用して、別々に測定することができる。また、この
場合に、雑音をフィルタ処理によって低レベル信号および／または高レベル信号から除い
てもよい。
【００８８】
　受信器信号を３つ以上の信号に分割してもよいことを、理解できるであろう。例えば、
受信器信号を、流体が３つの流体成分を含む場合に、各々が区別可能な信号時間期間を有
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する３つの信号（例えば、低レベル信号、中レベル信号、および高レベル信号）に分割す
ることができる。
【００８９】
　図２は、処理ユニット１５におけるいくつかの信号処理段階を概略的に示している。受
信器５からの受信器信号を、増幅器７によって増幅することができ、次いでミキサ８によ
って周波数信号と混合することができる。ミキサは、送信された超音波信号と受信された
散乱超音波信号との間の周波数の差である受信器信号と周波数信号との間の周波数の差を
示す差信号を生成する。この信号の分割および／またはフィルタ処理を、弁別器１０にお
いて実行することができる。弁別器は、低域通過フィルタであってよい。弁別器１０の機
能を促進するために、処理ユニット１５は、受信器信号の復調を行なうように構成された
復調器を備えることができる。復調器は、ＡＣ信号をＤＣ信号へと変換するように構成さ
れる。復調器を、受信器５、増幅器７、またはミキサ８に統合することができる。信号の
分割またはフィルタ処理の後で、高レベル信号（あるいは、低レベル信号または中レベル
信号）を、アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）１０に入力することができる。次いで、
演算ユニット１１が、ＡＤＣのデジタル信号を使用することができる。演算ユニット１１
は、流体または流体成分の流速を決定するように構成することができる。
【００９０】
　差信号の周波数は、受信器信号の周波数と比べて数桁も小さくなりうるため、ＡＤＣの
仕様についての要件が、演算ユニットがデジタル化された受信器信号にもとづいて周波数
の差を直接計算するように構成された実施の形態と比べて、大幅に軽減される。さらに図
２は、図１と同様に、パイプラインの内部の接続または取り付け部材２５．１および２５
．２に配置されることで測定体積を比較的小さくすることを可能にしている送信器４およ
び受信器５を概略的に示している。
【００９１】
　図３ａは、ミキサ出力信号の概要を示しており、図３ｂは、復調後の信号の概要を示し
ている。ミキサ出力信号が、いくつかの時間期間Ｐ１～Ｐ６を含んでいる。時間期間Ｐ１
、Ｐ３、およびＰ５においては、信号の振幅が、時間期間Ｐ２、Ｐ４、およびＰ６におけ
る信号と比べて小さい。この場合、この信号は、油などの液体と気体スラグとを含む流体
によって引き起こされている可能性がある。気体スラグが散乱超音波信号をほとんどまた
は全く生じさせないことが知られているため、時間期間Ｐ１、Ｐ３、およびＰ５において
は測定体積が気体スラグで満たされている一方で、時間期間Ｐ２、Ｐ４、およびＰ６にお
いては測定体積が油で満たされていたと結論付けることができる。図３ｂにおいて、どの
ようにして復調信号がＤＣ信号であるかを見て取ることができる。しきい値レベルの例も
示されている。次いで、この信号の分割またはフィルタ処理を、低域通過フィルタによっ
て容易に実行することができる。
【００９２】
　一般に、例えば油の流量など、パイプライン内の１つの流体成分の流量を測定するため
に、パイプラインの断面積および当該成分の流速だけでなく、すべての流体成分の体積（
すなわち、流体の体積）に対する当該流体成分の体積の割合も必要である。流量を、以下
の式にもとづいて決定することができる。
【００９３】
　Ｑ＝φ・ｗ・Ｓ
　式中、
‐Ｑは流体成分の体積流量であり、
‐φは流体成分の割合であり、
‐ｗは流体成分の流速であり、
‐Ｓはパイプラインの断面積である。
【００９４】
　本発明の一実施の形態によれば、処理ユニットを、流体または流体成分の流量を測定す
るように構成することができる。処理ユニット１５を、この式にもとづいて流量を測定す
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るように構成することができる。
【００９５】
　パイプラインの断面は、一定かつ既知であり、処理ユニット１５へと入力することが可
能である。流体成分の流速は、上述した実施の形態のうちの１つに従って測定することが
できる。流体成分の割合は、いくつかのやり方で測定することができ、例えば流体のサン
プルの重量または当該サンプルの他の特性にもとづいて測定することができる。しかしな
がら、割合が時間とともに変化する可能性があるため、流体成分の割合を現場で連続的に
測定することが好都合かもしれない。
【００９６】
　本発明の一実施の形態によれば、割合を、受信器信号における当該流体成分の時間期間
にもとづいて決定することができる。割合は、以下の式にもとづいて決定することができ
る。
【００９７】
　φ＝Ｔ／Ｔ０

　式中、
‐φは流体成分の割合であり、
‐Ｔ０はサンプル時間であり、
‐Ｔは当該割合の時間期間の継続時間の合計である。
【００９８】
　サンプル時間は、平均の割合を測定すべき任意の時間期間であってよい。少なくとも当
該割合の時間期間の継続時間の合計よりも長くするべきである。図３ｂにおいて、或る流
体成分（例えば、気体）の時間期間のうちの２つが、ＴｉおよびＴｉ＋１によって示され
ている。サンプル時間が、Ｔ０によって示されている。
【００９９】
　本発明の一実施の形態においては、処理ユニットが、割合を上述の式にもとづいて測定
するように構成される。測定された流体成分の割合、測定された流体成分の流速、および
入力されたパイプラインの断面積にもとづき、処理ユニット１５を、少なくとも２つの流
体成分を含む流体における流体成分の流量を決定するようにさらに構成することができる
。
【０１００】
　以上により、パイプライン内の流体または流体成分の流速を、ａ）パイプライン内に送
信器および受信器を配置するステップと、ｂ）流体または流体成分へと第１の方向に超音
波信号を送信するステップと、ｃ）流体または流体成分による超音波信号の散乱によって
、第２の方向の散乱超音波信号を生成するステップと、ｄ）散乱超音波信号を受信し、散
乱超音波信号を表わす受信器信号を供給するステップと、ｅ）送信された超音波信号と散
乱超音波信号との間の周波数の差を測定するステップと、ｆ）前記差にもとづいて流体ま
たは流体成分の流速を測定するステップと、を含む方法によって、どのように測定するこ
とができるのかも説明される。
【０１０１】
　図４ａに、垂直なパイプ部分５０の前に水平前段部分と呼ばれる水平な部分５２が位置
している構成を概略的に示している。パイプの前段部分５２は、流れを安定させるために
使用可能であり、流体の気相（存在する場合）の或る程度の融合をもたらすことができる
。特定の種類のそのような前段部分は、重力によって流れの自然な分離を生じさせること
ができる水平なパイプである。そのような水平なパイプまたは前段部分が、測定機構（す
なわち、上述のように測定体積の流れを観測するように配置された送信器および受信器）
を備える垂直なパイプ５０の入口へと接続されるとき、このような構成は、幅広い範囲の
気体および液体の流量において、いわゆる多相流のスラグ流パターンをもたらすことがで
きる。そのようなスラグ流パターンは、本発明による装置において、測定体積における気
体部分および液体部分の交互の到着をもたらすことができる。
【０１０２】
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　さらに図４ａは、垂直なパイプ部分５０における測定機構５３の位置および流れの方向
（矢印５４によって示されている）も概略的に示している。
【０１０３】
　図４ｂに、水平な前段部分５２および接続されたパイプ５０について、さらなるいくつ
かの詳細が示されており、典型的な寸法がパイプの直径ｄの関数として示されている。
【０１０４】
　必要とされるとおり、本発明の詳細な実施の形態を本明細書において開示したが、開示
された実施の形態が、さまざまな形態で具現化させることができる本発明の単なる例示に
すぎないことを、理解すべきである。したがって、本明細書に開示された具体的な構造お
よび機能の詳細を、本発明を限定するものとして解釈してはならず、あくまでも特許請求
の範囲のサポートならびに本発明を実質的に任意の適切な詳細構造にてさまざまに使用す
ることを当業者に教示するための代表的な基礎として解釈すべきである。さらに、本明細
書において使用される用語および表現は、本発明を限定しようとするものではなく、むし
ろ本発明の理解可能な説明を提供することを目的としている。本明細書において使用され
るとき、用語「一」（「ａ」または「ａｎ」）は、１つまたは１つ以上と定義される。本
明細書において使用されるとき、用語「複数」は、２つまたは２つ以上と定義される。本
明細書において使用されるとき、用語「別の・・・（ａｎｏｔｈｅｒ）」は、少なくとも
第２の・・・またはさらなる・・・と定義される。本明細書において使用されるとき、用
語「・・・を含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」および／または「・・・を有する（ｈａｖｉ
ｎｇ）」は、「・・・を備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」（すなわち、他の要素または
段階の存在を排除しないオープンな表現）と定義される。請求項中のいかなる符号も、特
許請求の範囲または本発明の技術的範囲を限定するものとして解釈してはならない。特定
の手段が互いに異なる独立請求項において言及されているとしても、それらの手段の組み
合わせを好都合に使用することができないというわけではない。
【０１０５】
　単一のプロセッサまたは他のユニットが、請求項に記載のいくつかの項目の機能を果た
すことができる。
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